
厚真町告示第５７号 
 

入 札 の 公 告 
 
次のとおり、事後審査型条件付き一般競争入札（以下、「入札」という。）を実施する。 

    
令和７年９月１９日 

 
厚真町長 宮坂 尚市朗 

 
１ 入札に付する事項 

(1) 工事名称 町道豊川上厚真線道路舗装工事 
(2) 工事場所 厚真町 
(3) 工事期間 契約締結日の翌日（土、日、祝祭日の場合はその翌日）から令和８年１月３０日 
(4) 工事概要 主な作業内容は町道豊川上厚真線の舗装工事である。 
(5) 建設工事の種類 土木一式 

 
２ 入札に参加できるものに必要な資格要件 

本件工事の入札に参加できる者は、厚真町の建設工事に係る入札参加資格の登録を受けている者のうち、

入札参加申請書の提出期限日現在において、次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。 
（1）入札参加形態 町内に本社・本店がある業者で単体及び経常建設共同企

業体（2社ないし3社で構成すること）による参加 

（2）建設業法に基づく許可 建設業法第3条に基づく特定又は一般建設業の許可を有

している者 

（3）令和７・８年度厚真町建設工事入札資格者として登録して

いる業種 

土木一式 

 

（4）総合評定値 

  ※令和７・８年度厚真町建設工事入札参加資格審査申 

請時の総合評定値通知書の総合評定値 

単体 ９００点以上 

共同企業体 代表者９００点以上 

       

（5）建設業法第3条第1項の営業所の所在地 厚真町に本社・本店を有する者 

（6）元請施工実績 本件工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事を元請

として施工した実績を有すること。 

（7）配置技術者に係る要件 本件工事に必要な主任技術者又は監理技術者の資格を

有する者。 

（8）地域貢献への活動 厚真町内において告示の日から過去１年の間、地域への

貢献活動を行っている者 

共同企業体においては、最低構成員の１社が実施してい

ること。 

（9）前各号のほか、別紙「厚真町事後審査型条件付一般競争入

札公告共通事項」の該当要件を満たしていること 
別紙参照 

 
３ 設計図書等の配布 

(1) 設計図書等、その他申請に必要な書類は厚真町ホームページからダウンロードするものとする。 
(2) 設計図書に質問がある場合には書面にて提出すること。 

     受付場所 厚真町役場 建設課土木グループ 
     受付期間 令和７年９月１９日から１０月６日まで（午前 9 時から午後 5 時まで） 

※役場閉庁日を除く・受付期間を過ぎた質問は受け付けない。 
 
 



４ 入札日程等 
入札参加申請書の提出 

（※共同企業体の場合は共

同企業体協定 

書及び共同企業体代理人の

委任状を提出すること） 

令和７年９月１９日（金）から 

令和７年１０月６日（月）まで 

午前9時から午後5時まで 

＊役場閉庁日を除く。 

様式を厚真町ホームページからダウンロードし、

持参により提出すること。 

提出方法：持参による 

提 出 先：厚真町役場総務課財政グループ 

入札日 令和７年１０月８日（水） 

午前１０時 

入札会場：厚真町総合福祉センター 

入札番号：① 

入札書に積算内訳書を添付すること 

入札参加資格確認申請書等

の提出 

（※第１位落札候補者にな

った者のみ提出） 

令和７年１０月８日（水） 

入札終了後から 

令和７年１０月１４日（火）まで 

午前9時から午後5時まで 

 

様式を厚真町ホームページからダウンロードし、

持参により提出すること。 

提出先：厚真町役場総務課財政グループ 

 

 
５ 入札参加資格確認申請書添付書類 
  ア 配置予定技術者届出書（別紙 1） 
  イ 同種又は類似工事の施工実績（別紙 2）及び契約書の写し 
  ウ 地域貢献活動実施申請書（別紙3） 
 
６ 入札参加資格の審査 
  (1) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最低の価格をもって入札

した者を落札候補者とし、落札を保留する。 
(2) 入札参加資格の審査は、入札執行後に行い、審査の結果、入札参加資格を満たしている場合は、落

札候補者を落札者とし、直ちに文書で通知する。 
(3) 落札候補者が入札参加資格を満たさないと認められたときは、次順位者から順次審査し、適格者が

確認できるまで審査を行う。また、当該落札候補者のした入札は無効とし入札参加資格を満たさな

い理由を付し文書で通知する。 
 

７ その他 
  (1) 契約保証金 契約金額の 10 分の 1 以上とする。 

免除（共同企業体の場合） 
(2) 前払金あり（契約金額の 4 割以内） 

中間前払金（契約金額の 2 割以内、ただし、部分払いを選択した場合は中間前払金は請求できない。） 
(3) 部分払あり（既存部分の代価が契約金額の 10 分の 4 を超えた場合に 1回行う） 

  (4) 入札回数は 2回までとする。 
  (5) 郵便による入札は認めません。 

  (6)  分別解体等の対象工事であるため、再資源化等および解体に関する費用を含めて入札を行ってくだ 
さい。 

(7) 前各項に掲げるもののほか、別紙「厚真町事後審査型条件付き一般競争入札公告共通事項」による。 
(8) 公告及び工事内容について不明な点については、次に照会すること。 

    ・入札関係：厚真町総務課財政グループ    電話０１４５－２７－２４８１（直通） 
  ・工事関係：厚真町建設課土木グループ    電話０１４５－２７－２４５１（直通）  

 
 


